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教
育
委
員
会
委
員
の

�

任
命

　
町
議
会
の
同
意
を
得
て
、
髙
畠

和
之
さ
ん
（
宮
城
野
）
が
教
育
委

員
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
髙
畠
さ

ん
は
新
任
で
、
令
和
３
年
７
月
１

日
か
ら
令
和
５
年
10
月
16
日
ま
で

の
任
期
と
な
り
ま
す
。

照
会
先　
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

�

☎
８
5
―
７
６
０
０

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

募
集
す
る
住
宅

・
前
田�

１
戸（
世
帯
向
け
）

・
第
２
上
河
原�

２
戸（
世
帯
向
け
）

申
込
期
間　
８
月
10
日
㈫
～
20
日
㈮

※
詳
細
は
、
福
祉
課
、
各
出
張
所
、

さ
く
ら
館
で
配
布
し
て
い
る
「
募

集
の
し
お
り
」
を
参
照
し
て
く
だ

さ
い
。

照
会
先　
福
祉
課

�

☎
８
５
―
７
７
９
０

敬
老
祝
金
を
贈
呈

　
永
年
に
わ
た
り
社
会
に
貢
献
さ

れ
た
お
年
寄
り
の
方
に
、
町
か
ら

祝
金
を
贈
呈
し
ま
す
。（
9
月
下

旬
を
予
定
）

　
対
象
は
、
9
月
15
日
㈬
現
在
で

80
歳
、
90
歳
、
１
０
０
歳
の
方
で

す
。

※
対
象
者
に
は
、
郵
便
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

照
会
先　
福
祉
課

�

☎
８
５
―
７
７
９
０

生
ご
み
処
理
機
器

購
入
費
補
助
に
つ
い
て

　
生
ご
み
の
減
量
化
・
資
源
化
を

推
進
す
る
た
め
、
生
ご
み
処
理
機

器
購
入
費
な
ど
の
一
部
を
補
助
し

て
い
ま
す
。

　
個
人
の
方
で
あ
れ
ば
、
生
ご
み

を
減
量
す
る
こ
と
で
、
ご
み
出
し

が
楽
に
な
り
、
事
業
者
で
あ
れ
ば
、

ご
み
処
理
手
数
料
の
軽
減
に
つ
な

が
り
ま
す
。

対　
象　
町
内
に
住
所
を
有
し
、

か
つ
居
住
し
て
い
る
方
、
ま
た
は

町
内
に
事
業
所
を
有
し
て
い
る
事

業
者

補
助
額

【
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
】

　
購
入
金
額
の
１
／
２
以
内
（
百

円
未
満
切
捨
）。

　
補
助
上
限
額��

３
万
円

【
生
ご
み
堆
肥
化
処
理
容
器
】

　
購
入
金
額
の
１
／
２
以
内
（
百

円
未
満
切
捨
）。

　
補
助
上
限
額��

５
千
円

【
業
務
用
生
ご
み
処
理
機
】

（
購
入
の
場
合
）

　
購
入
金
額
に
設
置
費
用
を
加
え

た
額
の
１
／
２
以
内
（
千
円
未
満

切
捨
）。

　
補
助
上
限
額��

１
０
０
万
円

（
リ
ー
ス
の
場
合
）

　
設
置
し
た
日
か
ら
５
年
間
に
限

り
、
リ
ー
ス
期
間
中
各
年
度
の

リ
ー
ス
料
金
の
１
／
２
以
内
（
千

円
未
満
切
捨
）。

　
補
助
金
額
の
合
計
が
１
０
０
万

円
に
達
す
る
ま
で
。

申
請
方
法　
申
請
書
は
、
環
境
課

窓
口
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布

し
て
い
ま
す
。
な
お
、
予
算
に
限

り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
ま
た
は

生
ご
み
堆
肥
化
処
理
容
器
】

　
所
定
の
申
請
書
に
、
領
収
書
と

購
入
し
た
機
器
の
形
式
が
わ
か
る

書
類
（
カ
タ
ロ
グ
な
ど
）
を
添
付

し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
業
務
用
生
ご
み
処
理
機
】

　
購
入
す
る
前
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

照
会
先　
環
境
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
５

活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
支
援

事
業
補
助
金
が
活
用
し
や
す

く
な
り
ま
し
た
！

　
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
支
援
事

業
補
助
金
制
度
は
、
自
主
的
・
主

体
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

を
行
お
う
と
す
る
団
体
の
取
り
組

み
に
対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
し
、

地
域
に
活
力
を
与
え
、
魅
力
あ
ふ

れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
支
援
す
る
も

の
で
す
。
今
回
よ
り
広
く
皆
様
に

活
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
交

付
条
件
等
を
見
直
し
ま
し
た
の
で
、

制
度
を
ぜ
ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
団
体　
箱
根
町
に
居
住
す
る

者
が
主
体
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
２
人
以
上
の
団
体
と
し
、
責

任
を
持
っ
て
継
続
し
た
事
業
を
実

施
す
る
意
思
の
あ
る
団
体
（
政
治
、

信
仰
、
思
想
ま
た
は
営
利
を
目
的

と
す
る
団
体
や
活
動
・
設
立
趣
旨

お
よ
び
活
動
内
容
か
ら
、
交
付
の

対
象
と
し
て
不
適
当
と
認
め
ら
れ

る
団
体
等
は
除
く
）

補
助
額　
初
年
度
：
補
助
対
象
事

業
費
の
３
分
の
２
（
上
限
20
万
円
）

補
助
対
象
期
間　
団
体
に
対
す
る

補
助
対
象
期
間
は
、
当
該
団
体
が

最
初
に
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た

年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
目
の
年

度
ま
で
の
間

交
付
対
象
事
業
内
容　
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
事
業

・�

箱
根
町
総
合
計
画
の
重
点
施
策

分
野
に
寄
与
す
る
事
業

・�

地
域
課
題
の
解
決
や
住
民
ニ
ー

ズ
の
実
現
が
図
ら
れ
る
事
業

・�

町
民
が
受
益
者
と
な
り
得
る
公

益
的
事
業

・�

町
民
活
動
団
体
の
特
性
を
発
揮

し
、
先
駆
的
な
取
り
組
み
で
あ

る
事
業

申
請
方
法　
申
請
書
類
を
企
画
課

に
持
参
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法　
書
類
審
査
や
現
地
調

査
な
ど
を
行
い
、
予
算
の
範
囲
内

に
お
い
て
補
助
団
体
と
補
助
額
を

決
定
し
ま
す
。

受
付
期
間　
８
月
27
日
㈮
ま
で

　
申
請
書
お
よ
び
対
象
と
な
る
団

体
・
事
業
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
確
認
く
だ
さ

い
。

申
込
・
照
会
先　
企
画
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
０

国
の
サ
ポ
カ
ー
補
助
金
の

申
請
が
終
了
し
ま
す

　

国
と
町
で
補
助
し
て
い
る「
サ

ポ
カ
ー
補
助
金
」の
、国
の
補
助
部

分
が
８
月
末
の
申
請
分
で
受
付
終

了
と
な
り
ま
す
。後
付
け
の
ペ
ダ
ル

踏
み
間
違
い
急
発
進
抑
制
装
置

等
の
安
全
装
置
を
設
置
さ
れ
た
方

は
、早
め
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
国
の
補
助
金
予
算
額
に

申
請
額
が
達
し
た
場
合
は
、
８
月

末
以
前
に
申
請
受
付
が
終
了
さ
れ

る
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
町
で
は
次
の
と
お
り
費

用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

対
象
車
種　
65
歳
以
上
の
方
が
使

用
者
と
な
っ
て
い
る
軽
自
動
車
ま

た
は
普
通
自
動
車
で
、
自
家
用
車

両
と
な
っ
て
い
る
車

補
助
額　
当
該
装
置
の
購
入
費
お

よ
び
取
付
工
賃
（
国
の
サ
ポ
カ
ー

補
助
金
を
控
除
後
）
の
額

対
象
者　
次
の
項
目
を
全
て
満
た

す
方

・
65
歳
以
上
の
運
転
免
許
保
有
者

・
町
税
な
ど
の
未
納
が
な
い
方

・�

当
該
装
置
を
サ
ポ
カ
ー
補
助
金

の
認
定
店
で
設
置
し
て
か
ら
、

起
算
し
て
１
年
以
上
使
用
す
る

予
定
の
方

申
請
方
法　
所
定
の
申
請
書
、
車

検
証
の
写
し
な
ど
必
要
書
類
を
添

え
て
、
設
置
日
か
ら
３
か
月
以
内

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
照
会
先　
福
祉
課

�

☎
８
５
―
７
７
９
０

日　時　�8 月 4 日㈬・25日㈬
　　　　17時15分〜1９時15分
　　　　 8月21日㈯・2９日㈰
　　　　 8時３０分〜12時
場　所　役場本庁舎 2階
　　　　総務防災課町民係
取扱事務
◎�マイナンバーカードの受け取り・申
請（顔写真撮影＋オンライン申請＋
郵送受け取り可）
◎電子証明書の更新・発行
◎マイナポイント予約支援
※�マイナンバーカード事務以外の取り
扱いはありません。
照会先　総務防災課（町民係）
　　　　☎85−716０

マイナンバーカード
専用窓口開設
（夜間休日）

10月1日
から

住民票の写しなどの住民票の写しなどの
コンビニ交付サービスを開始コンビニ交付サービスを開始

　マイナンバーカードを利用して、住民票の写しなどの
証明書を全国のコンビニの多機能端末機（マルチコピー
機）で取得できるコンビニ交付サービスを1０月 1 日㈮か
ら開始します。
取得できる証明書　・住民票の写し
　　　　　　　　　・印鑑登録証明書
　　　　　　　　　・課税・非課税証明書
　　　　　　　　　・所得証明書
利用可能時間　 6時３０分から2３時まで（土日祝を含む）
　　　　　　　（12月2９日から 1 月 ３ 日を除く）
利用可能店舗　全国のコンビニエンスストア等約55,０００店舗
　コンビニ交付サービスの利用には、マイナンバーカードの中に「利用者証明用電子証明書」が
記載されていることが必要です。また、マイナンバーカード交付時に設定した「利用者証明用電
子証明書の暗証番号（数字 4桁）」 も必要となります。
　マイナンバーカードのない方は、申請してください。総務防災課町民係で、顔写真を撮影して
申請するサービス（無料）を実施していますので、利用してください。
照会先　総務防災課（町民係）☎85−716０


